
各区市民提案型事業等一覧

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区

事業名称 いきいきかわさき区提案事業 幸区提案型協働推進事業 中原区市民提案型事業 高津区市民提案型協働事業 宮前区資金支援事業補助金
川崎市多摩区市民提案型協働事業

（磨けば光る多摩事業）
麻生区市民提案型協働事業 麻生区地域コミュニティ活動支援事業補助金

事業予算
（平成29年度） 2,981千円 2,641千円 2,123千円 3,266千円 2,046千円 2,211千円 2,602千円 784千円

交付対象経費

全体の予算280万円、一事業100万円以内（平成29
年度実績）
対象経費は、人件費、報償費、旅費、消耗品費、印
刷製本費、通信費、保険料、賃借料など

１事業あたり５０万円以内（委託料） （ １ ） 事業実施に必要な人件費
（ ２ ） 講師、専門家又は出演者等への報償又は謝
礼
（ ３ ） 会議開催通知や資料送付に必要な切手代等
の通信費
（ ４ ） チラシ、ポスター及び報告書の作成費
（ ５ ） 消耗品の購入費
（ ６ ） 専門的知識及び技術等を要する業務を外部
に委託する費用
（ ７ ） 会場等の使用料
（ ８ ） 保険料

事業費としては300万円予算立てをしており、1事業
の上限を100万円に設定しています。

会員向けの飲食経費や、団体または団体に属する
個人の資産となりうる物品(汎用性の高いもの、2万
円以上の高価なもの)を除き、活動を行ううえで必要
となる経費。具体的には以下の費目を対象としてい
る。
・人件費(講師への謝礼、出演料など)
・交通費(移動に係る交通費)
・消耗品費(2万円以下の用紙代、材料費、書籍など)
・印刷複写費(コピーおよび印刷経費、印刷・製本の
委託費など)
・通信費(通信運搬に係る切手、メール便など)
・会場使用料(施設等の一時使用料、車両・機器の
賃借料)
・その他諸経費(各種保険、振込み手数料など)

一つの対象事業に係る委託料は、７０万円（消費税
額及び地方消費税額を含む。）までとする。
２ 委託料の対象となる経費は、提案した事業の実施
に要する経費であって、次の各号のいずれ
かに該当する経費とする。
（１）人件費
（２）報償費
（３）旅費
（４）消耗品費
（５）食糧費
（６）印刷製本費
（７）通信運搬費
（８）保険料
（９）賃借料
（１０）その他、多摩区長（以下「区長」という。）が必
要と認める経費

金額（委託料）は、１事業あたり１０万円 ～ １００万
円以内（消費税及び地方消費税８％を含む）。ただ
し、経費として計上できるのは、次の項目に限りま
す。
【計上できる経費】
① 謝礼金等
② 旅費・交通費
③ 消耗品費
④ 印刷製本費
⑤ 通信運搬費
⑥ 使用料・賃借料
⑦ 保険料
⑧ その他経費

報償費、交通費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品
費、保険料、賃借料。ただし、対象経費の８０％以内
でかつ１０万円以内。

審査主体
川崎市川崎区市民提案型協働事業審査委員会（学
識経験者、川崎区区民会議委員、市職員で構成さ
れる条例設置の附属機関）

川崎市幸区市民提案型協働事業審査委員会 中原区市民提案型協働事業審査委員会 市民提案型協働事業審査委員会（外部の学識経験
者に委員を委嘱）

宮前区まちづくり協議会 川崎市多摩区市民提案型協働事業審査委員会 麻生区役所・川崎市麻生区市民提案型協働事業審
査委員会

審査員６名（特定非営利活動法人あさお市民活動サ
ポートセンター役員３名、有識者２名、行政１名）

具体的な審査方法

提案団体が公開プレゼンテーションを行い、川崎市
川崎区市民提案型協働事業審査委員会が審査を行
う。

第１次審査：提出書類の要件審査
　第２次審査：公開プレゼンテーションの発表内容及
び提出書類を審査委員会が総合的に評価し、審査
する。

企画提案書を受理したときは、審査委員会に諮る。
区長は、審査委員会の選定に基づき、事業及び事
業実施団体を決定する。

①高津区役所による書類選考、②公開プレゼンテー
ションにおける高津区市民提案型協働事業審査委
員会の選考を通じて審査しています。

申請のなされた団体の活動内容について、宮前区ま
ちづくり協議会委員、大学教授等の有識者と共に、
書類審査、プレゼン審査を経て決定。補助金の支給
可否、支給額については、「７　審査基準」に記載さ
れた４つの審査項目(地域への力、思いの力、つなが
る力、続ける力)により採点後、点数に応じて決定す
る。

公開プレゼンテーションを行い、審査委員会による事
業評価を行う。

区長は、川崎市附属機関設置条例別表第１に定め
る川崎市麻生区市民提案型協働事業審査委員会の
意見を尊重して、提案事業の実施を決定する。
具体的には、
(1) 第１次審査は、団体が提出した書類により麻生
区役所が要件審査を行います。ただし、必要に応じ
て、内容確認の連絡をすることがあります。
(2) 第２次審査は、書類及び応募団体による公開プ
レゼンテーションにより「川崎市麻生区市民提案型協
働事業審査委員会」が審査を行います。
(3) 第２次審査の審査結果を考慮し、麻生区長が選
定事業を最終決定します。

麻生区における市民活動の中間支援機能を有する
麻生区市民活動支援施設を運営する者である特定
非営利活動法人あさお市民活動サポートセンターが
公開プレゼンテーションを開催。提出書類及び公開
プレゼンテーションの内容により上位６事業を選定。

麻生区

（事業の方向性）
○課題・目的の的確性・妥当性
・提案内容が、麻生区における地域の課題を的確に
捉えているか
・事業目的が、麻生区役所の委託事業として実施す
るのに妥当であるか
○先駆性・新規性
 【新規事業】
・提案内容に先駆性や新規性があり、地域の課題を
解決するモデル事業として開始するのにふさわしい
か
【継続事業】
・前年度事業に先駆性や新規性を加えて、事業を発
展させているか
○協働の必要性・効果
・提案団体の役割と区に期待する役割が明確かつ
妥当であり、協働で取り組むメリット（きめ細かい
サービスの提供、地域の実情に即した的確なサービ
スの提供など）が期待できるか
・多くの区民に対する具体的な効果や他の地域、団
体への広がりなど相乗効果・波及効果が期待できる
か
（事業の実現性）
○事業の具体性
・事業の実施方法、スケジュール等が具体的に計画
されており、達成が可能な事業であるか。
・地域の住民や団体等の理解・協力が得られる事業
か
○団体の実施能力
 ・提案団体は、事業を実施する能力（人員、知識、
経験等）を有しているか
○予算の適正性
・経費の積算が、事業計画に対して適正に算定され
ているか
・効率的な執行により、コストを抑えているか
○事業の継続性
・事業が終了した後も、自立的な事業または区の事
業に発展していくなど継続的な実施が期待できるか

提案を受けた事業内容が、区の課題を的確に捉え
解決できる内容か、実現性と効果が高いか等の視
点で審査を行う。

（１）区の課題解決の視点
・事業の公益性
・事業の公平性
・事業の必要性
・【新規事業】先駆性・新規性※
・【継続事業】発展性※

（２）実現性と効果の視点
・協働の必要性
・事業の独自性
・事業の具体性
・事業効果
・事業の将来性
・予算の適正性
・団体の適正性等

※新規事業と継続事業では評価項目が一部異な
る。新規事業については「先駆性・新規性」が、継続
事業については「発展性」が評価項目となる。

①目的・課題の明確性・妥当性
②地域性・独自性・将来性
③解決手法の妥当性
④公共性
⑤協働性
⑥計画内容の具体性・実現性
⑦事業効果・展望
⑧予算の適正性
⑨団体の実施能力
⑩総合評価

以下４つの審査項目により活動内容を審査する。
なお、補助金の受給年数に応じて、重点的に審査す
る項目を設けている。
・地域への力
(まちづくりに寄与する活動か、地域の課題解決にな
る活動か)
・思いの力
(主体性があり、活動目的が明確か、将来的な団体
像が描けているか)
・つながる力
(広く市民参加の機会がひらかれているか、他団体と
の連携はあるか)
・続ける力
(継続性があり将来的に自立可能か、自己資金の確
保に努めているか)

１公益性
・多くの地域住民に提供できる活動か
２妥当性
・委託料の積算が適正か
３具体性
・活動の計画が具体的で、かつ、実現の可能性があ
るか
４的確性
・提案内容が地域課題を的確にとらえたものか
５新規性
・提案内容が斬新なものか
６将来性
・今後の活動の継続性や発展性が期待できるか
７加点対象
第5期多摩区区民会議で審議・報告された、テーマ
のいずれかに関連があるか
・映像（動画）の活用による魅力の掘り起こしと発信
の仕組みづくり
・いざという時に、大切な命を守るための顔の見える
関係づくり

地域包括ケアシステムの構築に向けて次の点に
寄与する取り組みとなっているか
・地域の「助け合い・支え合い」の関係づくりに繋がる
取組である
・住民の生活や健康の維持・向上に繋がる取組であ
る

事業目的、事業内容、助成申請額、スケジュール、
事業実施の体制、事業効果により評価。

募集する事業は、区が行える業務の範囲内で、区と
協働で行うことにより、地域の課題の解決につなが
るものです。
　ただし、次のいずれかに該当する事業は対象とし
ません。
(1)　営利目的及び特定の個人や団体のみが利益を
受けることを目的とするもの
(2)　政治・宗教・選挙活動を目的とするもの
(3)　施設等の建設や整備を目的とするもの
(4)　国、地方公共団体、外郭団体から当該事業の委
託・補助・助成等を受けているもの(5)　公序良俗に
反するもの

宮前区で公益的な活動を行う市民活動団体の運営
資金を補助対象とする。
具体的には以下のような市民活動を対象としてい
る。
・花とみどりのまちづくり
・こどもの健全育成
・シニアの社会参加へのきっかけづくり
・子育て支援
・障害者の支援
・高齢者福祉

なお、対象外となる団体は以下のとおり。
・営利、政治・宗教活動を目的とする団体
・川崎市暴力団排除条例、神奈川県暴力団排除条
例に該当する団体
･川崎市または川崎市出資法人からの支援金を受給
している団体

地域課題の解決や地域特性を活かした魅力あるま
ちづくりの実現に向けた事業とする。ただし、次のい
ずれかに該当するものは対象外とする。
（１）多摩区役所が実施できる事業の範囲を超えるも
の
（２）広く多摩区民に開かれた活動でないもの
（３）当該年度において、川崎市又はその外郭団体
から補助・助成や委託を受けている、もしく
は受ける見込みのあるもの
（４）営利目的又は特定の個人・団体のみが利益を
受けるもの
（５）施設等の整備を目的としたもの
（６）年１回のみのイベントを実施するもの
（７）公序良俗に反するもの
２ 審査委員会において、提案された事業が、前年度
までに実施された同一団体による同じ内容
の事業であると認めされた場合は、通算３回まで実
施できるものとする。

地域社会の抱えるさまざまな課題や、日頃の活動な
どで感じている地域課題の解決につながる提案事業
（例：地域の防災力の向上、地域の子育て支援、地
域における高齢者の健康づくりなど）
ただし、次のいずれかに該当する事業は対象になり
ません。

(1) 麻生区役所が事務を所管していないもの
(2) 国、地方公共団体及び外郭団体等から当該事業
の委託又は補助助成を受けている、若しくは受ける
見込みのあるもの
(3) 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を
受けるもの
(4) 政治活動又は宗教活動を目的としたもの
(5) 事業実施を伴わない調査・研究のみのもの
(6) 施設等の建設や整備を目的としたもの
(7) 麻生区の区域内で既に事業実施されているもの
(8) 公序良俗に反するもの

麻生区における地域の新たなコミュニティづくりにつ
ながる市民活動団体等の活動
※次の事業は対象外
①営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受
けるもの
②政治活動又は宗教活動を目的としたもの
③事業実施を伴わない調査・研究のみのもの
④すでに事業実施されているもの（例外あり）
⑤川崎市または川崎市出資法人から事業申請と同
じ事業の補助金が決定しているもの

（第2 次審査の審査基準）
　提案の的確性、提案の先駆性・新規性、協働の必
要性・役割分担、事業の計画性、事業の社会的適応
性、団体の実施能力、団体の実施体制、予算の適正
性、事業成果、取組の発展性

地域課題の解決につながる取組であるかどうか
なお、次のいずれかに該当する場合は対象としな
い。

川崎区役所が事業を所管していないもの（川崎区役
所で連携できない事業）
提案した団体が既に実施している事業
営利を目的とするもの
特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
政治活動又は宗教活動を目的としたもの
地方公共団体及び外郭団体等から当該事業の委
託、補助等を受けている、又は受ける見込みのある
もの
施設等の建設や整備を目的としたもの
公序良俗に反するもの

審査基準

対象となる事業は、次の条件のいずれかを満たすも
のである。
（ １ ） 川崎市における総合計画等で区の課題とされ
るもの
（ ２ ） 中原区区民会議で地域課題として解決に向け
た審議が行われたもの
（ ３ ） その他、地域課題の解決に資するもの

前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当す
るものは対象外とする。
（ １ ） 区が業務を所管していないもの
（ ２ ） 区で既に行っている事業
（ ３ ） 提案した団体が現に実施している事業。ただ
し次項の事業の継続を希望する場合はこの限りでは
ない
（ ４ ） 営利目的及び特定の個人や団体のみが利益
を受けるもの
（ ５ ） 政治活動又は宗教活動を目的としたもの
（ ６ ） 施設等の建設や整備を目的としたもの
（ ７ ） 国、地方公共団体及び外郭団体等から当該
事業の委託・補助助成等を受けているもの
（ ８ ） 公序良俗に反するもの

事業の継続を希望する場合は、改めて事業の提案
を行うこととし、同一事業の提案は、事業開始年度を
起点として通算で３年度を限度とする。

地域課題の解決のために実施する事業
なお、次のいずれかに該当する場合は対象としな
い。

川崎区役所が事業を所管していないもの（川崎区役
所で連携できない事業）
提案した団体が既に実施している事業
営利を目的とするもの
特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
政治活動又は宗教活動を目的としたもの
地方公共団体及び外郭団体等から当該事業の委
託、補助等を受けている、又は受ける見込みのある
もの
施設等の建設や整備を目的としたもの
公序良俗に反するもの

区役所が設定する募集テーマに沿った取組で、新規
性が高く、区民全体に広がる可能性が高い取組。
（平成２８年度募集時のテーマ）
①高齢者等の健康づくり・見守り・支えあい
②子育て支援
③地域コミュニティの活性化
④地域の魅力発信・向上
⑤安全・安心なまちづくりの推進
⑥エコ・環境の推進

対象事業

参考資料３ 


